
＊ 東京都皮膚科医会における賛助会員について ＊ 
 

当会会則による賛助会員の規定 

 

本会は次の目的のために必要な事業を行なっている。 

１. 臨床皮膚科学の発展、普及と社会福祉の増進及び医業の合理化 

２. 学術講演会等の開催 

３. 会員相互の親睦融和 

４. その他の必要な事項 

賛助会員はこの目的に賛同し、本会の事業に支援、協力を行なう正会員以外の

法人又はこれに準ずるものである。 
 

別記１：賛助会費は年間、５万円であり、年度ごとに本会に納入する。 

    正会員の会費と同様に本会の事業の遂行を目的として使用される。 

別記２：「賛助会員」とは当会で用いる呼称であり、当会の目的、活動を理解 

    し賛同する法人又はこれに準ずるものであればこの呼称にこだわるも 

    のではない。便宜上、対外的に他の呼称を用いても差し支えない。 

別記３：賛助会員の窓口、連絡先は本社、もしくは東京支店の担当部署を固定 

    して当会に通知すること。地域の支所や個人では東京都皮膚科医会と 

    しての活動をまかない切れない場合や人事異動などにより連絡が不能 

    となる場合が多いからである。 

 

＊ 東京都皮膚科医会から付与する賛助会員への特典 ＊ 
 

1. 当会のホームページ（ http://www.tcda.jp/ ）上の賛助会員ページに賛助会員

名を載せ、希望があれば賛助会員のホームページへのリンクを許可する。 

2. 当会で発行する会報および会員名簿には必ず賛助会員名を載せ、当会会員へ

の周知を行なう。 

（会員の所属する医療施設の医薬品、医療機器の採用において、有効性、  

性能、経済面でのメリットを考慮し決定するのは当然であるが、賛助会員  

であるか否かも考慮の対象となる場合も多い。） 

3. 会報および会員名簿は発行の都度、賛助会員担当部署に送付する。 



4. 当会の発行する会報、名簿、学会プログラム、その他印刷物において、広告

を募集する際には必ず賛助会員に通知し、優先的に広告を掲載できるよう配

慮する。 

5. 当会の関与する学会、研究会のうち医薬品および関連機器の展示の企画があ

る際は必ず賛助会員に通知し、優先的に出展できるよう配慮する。 

6. 当会が主催する定例の臨床研究会を共催できる。 

7. 賛助会員が主催する学会、研究会に対し要望があれば当会が後援として協力

する。ただし当会への後援料は伴うものとする。当会は原則として賛助会員

以外には後援しない。 

8. 賛助会員が行なう治験や新規開発製品への助言、医薬品、医療機器等の販売

促進に関する事業、また副作用、有害事象におけるコンサルトなどに対し要

望があれば当会として協力する。当会は原則として賛助会員以外にはそのよ

うな事業に協力しない。 
 

別記４：当会では原則として３月、７月、９月に定例の臨床研究会を行なって 

    いる。これらは賛助会員との「共催」という形式で行なうものである。 

    後援の会とは賛助会員が「主催」し、当会は「後援」という形式で行 

    うものである。 

 

＊ 「後援」について ＊ 
 

当会の後援を受けることにより、当会から下記のような協力を得られるので

賛助会員の主催する会への参加者の増加が期待できる。 
 

1. 講演会の日程、講師、座長や講演内容の相談に応ずる。 

2. プログラム、案内状に「（賛助会員名）主催、東京都皮膚科医会後援」と明

記できる。 

3. 参加者を募るにあたり東京都皮膚科医会の名前の使用を許可する。 

4. プログラム、案内状送付にあたり会員住所ラベルを付与する。 

5. 日本医師会生涯教育制度講演会と認定され、参加者に東京都医師会認定の参

加証が付与される。 

6. 必要があれば趣意書等を当会から用意する。 


